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７. 計画の目標・方針 
 

（１） 計画の基本方針 

① 基本理念 

富田林市の緑の現況と上位計画・関連計画における富田林市の将来像及び都市像にもとづいて、

以下のように富田林市の緑の将来像を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緑のまちづくりの基本方針 

上記の緑の将来像を実現するために、以下のような基本方針に基づきながら、緑のまちづくり

を推進していくものとします。 

 

 

 

 

歴史・文化・自然が調和する成熟都市 
・安全・安心・快適に暮らせるまち 
・地域資源を大切にするまち 
・交流と活力のあるまち 

南河内の中心として独自のまちづくりを
進めてきた歴史・伝統を受け継ぎ、金剛・葛
城山系に連なるみどり豊富な景観と、清き
石川に育まれた心豊かな人々が、互いに支
えあいながら、いきいきと健やかに暮らし続
けるまち・富田林 

富田林市都市計画マスタープラン 
による富田林市の都市の将来像 

第４次富田林市総合計画 

による富田林市の将来像 

緑がささえる豊かな暮らし、人々がともにはぐくむ富田林の緑 

富田林市の緑の将来像（基本理念） 

富田林市の豊かさは、多様な緑を有した潤いのある自然環境に包まれている点にありま
す。歴史と風土が生み出した富田林市の緑が、そこに暮らす人々の生活の質を高めている
ことを十分認識し、これからも、市民と行政の協働に基づき、自然生態系の保全や生物多
様性の確保と向上等、人と自然の共生に向けて、緑を守り、つくり、育んでいきます。 

【緑のまちづくりの考え方】 【将来像実現のための視点】 

○富田林市の環境を形づくる緑や富田林

市の風土を表現する緑など、市民一人

一人が身近な緑の資源に愛着を感じ、

これを育みます。 

○富田林市の暮らしを彩る豊かな緑を創

出し、育むことにより、暮らしの質を高

め、快適な生活環境を実現します。 

○人と人との連携にもとづいて緑のまちづく

りを進めます。 

○地球環境問題といったグローバルな視点

をふまえ、緑のまちづくりを進めます 

○緑を守る（保全・活用） 
・富田林市を特徴づける緑の保全・活用 
・富田林市の歴史を物語る貴重な緑の保全・活用 
・自然生態系の保全や生物多様性の確保と向上 

○緑を育む（創出・育成・ネットワーク） 
・緑のネットワーク形成 
・まちなかでの緑化推進 
・緑の交流拠点整備 

○緑で結ぶ（交流・ネットワーク） 
・緑を通じた市民参加の仕組みづくり 
・緑を通じた市民交流の促進 
・緑を持続する社会基盤の構築 
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（２） 計画フレーム及び目標値の設定 
 

① 計画フレームの設定 

1) 計画対象区域 
富田林市全域（3,966ha）を計画対象区域とします。 

 

2) 人口の想定 
近年、富田林市の人口は、横ばいの傾向にあります。第4次富田林市総合計画では、平成27(2015)

年度における将来人口を約125,000人と想定しています。 

本計画の基準年次の人口及び目標年次の推計人口については、いずれも富田林市都市計画マス

タープランの基準年次である平成19(2007)年の人口123,867人、目標年次である平成29(2017)年

の推計人口124,028人にもとづき、基準年次及び目標年次の人口をいずれも約124,000人として、

緑に関する目標を設定します。 

 

3) 市街地規模の想定 
現在、富田林市域全体が都市計画区域（面積3,966ha）となっています。目標年次においても

市域面積は変わらないものとします。また、市街化区域についても現在の面積（1,579ha）は変

わらないものとします。 
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② 目標値の設定 

1) 緑地の確保目標 
緑地の確保目標については、その水準となる「緑の政策大綱」(平成6(1994)年7月建設省)、

及び都市計画中央審議会答申(平成7(1995)年7月)等によれば、永続性のある緑地を市街地面積

（市街化区域面積）に対して30％以上確保することとされていますが、富田林市においては、

市域の特性に鑑みながら、以下のような目標に沿って永続性のある緑地の拡充を目指します。 

 

 

 

 

 

※富田林市全域において、施設緑地は、広域公園や住区基幹公園、史跡公園等の整備により、

地域制緑地は、新たな協定による緑地保全や緑地協定地区により、あわせて約82haの拡充を

図ります。このうち、約29haが市街化区域内の整備となります。 

 

2) 施設緑地の目標（都市公園等の整備） 
都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準については、平成７(1995)年７月の都市

計画中央審議会答申等から、市街化区域において「一人当たり約20㎡」が望ましいとされてい

ますが、富田林市の緑の現況を踏まえ、次のとおり目標値を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

※広域公園(府営石川河川公園)や史跡公園、住区基幹公園等の整備により、今後市域全域で約

26.2haの都市公園の拡充を目指します。このうち、市街化区域における都市公園の整備量は、

史跡公園や住区基幹公園等を中心とした約8.2haです。 

 

3) 地域制緑地の目標 
地域制緑地の目標は、今後新たな緑地協定地区の指定や条例や要綱等による緑地指定（新規指

定面積約56ha）を目標として、次の通り設定します。 

 

 

 

 

 

面積 割合 面積 割合

富田林市全域 約939ha 約24% 約1,021ha 約26%

市街化区域 約156ha 約10% 約185ha 約12%

基準年次
平成19（2007)年度

目標年次
平成29（2017)年度

基準年次
平成19（2007)年度

目標年次
平成29（2017)年度

面　　　積 約837ha 約893ha

面積割合 約21% 約23%
富田林市全域

面積 割合 面積 割合

都市公園 約125.6ha 約10.1㎡/人 約151.8ha 約12.2㎡/人

都市公園等 約196.7ha 約15.9㎡/人 約222.9ha 約18.0㎡/人

都市公園 約38.9ha 約3.6㎡/人 約47.1ha 約4.4㎡/人

都市公園等 約46.9ha 約4.3㎡/人 約55.1ha 約5.1㎡/人

目標年次
平成29（2017)年度

富田林市全域

市街化区域

基準年次
平成19（2007)年度




